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１．協議事項 

 社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会 の福祉有償運送に係る道路運送法第７９条

の６の規定による更新登録申請に関する必要事項についてご審議願います。 

 １）運送の必要性 

 

２）安全の確保及び利用者の利便の確保に係る方策 

 

審議にあたっては以下の点を参照願います。 

（１）福祉有償運送の必要が認められる場合とは次のものが考えられます。（引用：福祉有

償運送ガイドブック） 

① タクシー事業者等による福祉輸送サービスが提供されていないか、直ちに提供さ

れる可能性が低い場合。 

② タクシー事業者等は存在するものの移動制約者の需要量に対して供給量が不

足していると認められる場合。 

 ※恵庭市における公共交通機関の状況については資料の２～3P を参照願います。 

（２）登録の申請にあたっては福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対

価等について合意されていることが必要です。（引用：福祉有償運送ガイドブック） 

（３）運送者は輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な次の措置を講じなけれ

ばなりません。（引用：福祉有償運送ガイドブック） 

① 運転者の要件 

② 運行管理 

③ 安全な運転のための確認等及び乗務記録 

④ 運転者台帳及び運転者証 

⑤ 整備管理 

⑥ 事故の場合の措置 

⑦ 損害賠償措置 

⑧ 自動車に関する表示等 

⑨ 旅客の名簿 

⑩ 苦情処理体制 

※申請書の添付書類は資料 10～11P に調書としてまとめていますので参照願います。 

 

 

関係資料を踏まえると、道路運送法の登録申請を行う予定の社会福祉法人等

の行う福祉有償運送に係る安全の確保及び利便の確保に係る方策は、概ね適当

と認められる。（又は認められない） 

恵庭市内における市民に対する輸送サービスの状況及び福祉有償運送の実

情を鑑み、道路運送法の登録申請を行う予定の社会福祉法人等の行う福祉有償

運送は、恵庭市において必要と認められる。（又は認められない） 
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 ２． 恵庭市における公共交通機関の状況
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○恵庭市福祉有償運送運営協議会規則 

平成 18 年 1 月 26 日 

規則第 2 号 

(趣旨) 

第 1 条 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号。以下「法」という。)及び道路運送法施行規

則(昭和 26 年運輸省令第 75 号)に規定する福祉有償運送の適正な運営の確保を図るため

に必要となる事項の協議を行うため、恵庭市附属機関設置条例（令和 5 年条例第 27 号）

別表第 1 に規定する恵庭市福祉有償運送運営協議会（以下「協議会」という。）の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(協議事項) 

第 2 条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。 

(1) 法第 79 条の規定による自家用有償運送旅客運送の登録（法第 79 条の 6第 1 項の

規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第 79条の 7第 1 項の規定に基づく変更登

録を含む。）の申請があった場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価そ

の他の福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項に関すること。 

(2) 法第 79 条の 12 第 1項第 4号の規定による合意の解除に関すること。 

(3) 福祉有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情及び事故等に関するこ

と。 

(4) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議

会が必要と認めること。 

(組織) 

第 3 条 協議会は、委員 9 人以内をもって組織し、次の各号に掲げるものから選出する。 

(1) 市長又は市長が指名する市の職員 

(2) 北海道運輸局札幌支局長又は北海道運輸局札幌支局長が指名する北海道運輸局の

職員 

(3) 一般旅客運送事業者又は一般旅客自動車運送事業者が組織する団体 

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

(5) 社会貢献を行っている NPO 等の団体 

(6) 地域住民を代表する団体 

(7) 福祉有償運送等について学識経験を有するもの 

(8) その他市長が必要と認めるもの 

2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選によって決定する。 

3 会長は会務を総理し、福祉有償運送運営協議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときにその職務を代理す

る。 
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(会議) 

第 4 条 協議会は、会長が招集する。 

2 協議会の議事議決は、出席委員の総意で決定することとし、全会一致を原則とする。

ただし、協議が整わない場合には、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。 

(委員の任期) 

第 5 条 委員の任期は 2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの

補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

(意見聴取) 

第 6 条 協議会は、必要があると認められるときは、関係者の意見を聴くことができる。 

 (事務局) 

第 7 条 この協議会の事務局を保健福祉部に置き、福祉有償運送事業に関する事務を所管

する課が庶務を処理するものとする。 

(守秘義務) 

第 8 条 委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 (協議結果の取扱い) 

第 9 条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事

項の誠実な実施に努めるものとする。 

(その他) 

第 10 条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 19 年 9月 3 日規則第 28号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 19 年 11 月 7 日規則第 33 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附     則(令和 7年 1月 28 日規則第 3号) 

この規則は、公布日から施行し、令和 5年 10 月 16 日から適用する。 
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4．恵庭市福祉有償運送運営協議会等名簿

○委員/任期R6.5.30～R8.5.29

関係団体 恵庭市町内会連合会
佐々木　正博

竹内　章
(任期R6.5.30～R7.2.20)

関係団体 恵庭市老人クラブ連合会 亀石　和代

関係団体 恵庭発達障がいネットワークすくらむ 笹嶋　明美

関係団体 恵庭市社会福祉協議会事務局長 竹内　春実 部会長

タクシー事業者 千歳地区ハイヤー事業協同組合 小原　琢磨

タクシー運転手 富士交通株式会社 中陳　龍平 副部会長

学識経験者 北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科教授 佐橋　克彦

行政関係 北海道運輸局札幌運輸支局首席運輸企画専門官 經亀　真利

行政関係 恵庭市保健福祉部長 伊東　雅彦

○登録事業者

社会福祉法人 恵庭光風会

社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会

○事務局

保健福祉部 次長 池田　肇

保健福祉部 障がい福祉課長 佐藤　和彦

保健福祉部 障がい福祉課主査 水野　光代

保健福祉部 障がい福祉課上席主任 松田　みどり

恵庭市福祉有償運送運営協議会 委員名簿

Ｒ5.7.1～Ｒ8.6.30

Ｒ4.4.1～Ｒ7.3.31
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５．自家用有償旅客運送の登録有効期間・車両数一覧 

 

（令和６年度） 

更新 

年度 
法人の名称 登録有効期間 車両数 

R６ 恵庭市社会福祉協議会 令和 7 年３月３１日 
兼 用 車     ２ 台 

車いす車   ３（２）台 

R５ 社会福祉法人 恵庭光風会 令和８年６月３０日 
セダン等  １２（４）台 

車いす車  ２ ( １ )台 

 

※手続きの関係から登録の有効期限の２週間前までには、運営協議会の開催が必要。ま

た、登録期間の２か月前から運輸局への登録は可能。 

 

※軽自動車は（ ）内に内数で表示しています。 
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 6．調書  社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会  
 

福祉有償運送に係る道路運送法第 79 条の 6 の規定による更新の登録申請を予

定する法人に関する必要事項の協議について 

 

項  目 資料名 掲載頁 

法人名称 社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会 履歴事項全部証明

書 

役員名簿 

P ～ 

所在地 恵庭市末広町１２４番地 

代表者 会長 船田 清 

法人設立年月日 昭和４４年５月６日 

法人の活動内容 履歴事項全部証明書の目的等欄のとおり 

登録申請期間 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで   

使用車両 5 台 

① ニッサン 普通 １０人乗り 車番：札幌 800 そ 3560 

車いす移動車 

② ニッサン 普通 １０人乗り 車番：札幌 800 そ 9100 

車いす移動車 

③ トヨタ 小型 ７人乗り 車番：札幌 303 や 9683 

ステーションワゴン 

④ ニッサン 軽自動車 ４人乗り 車番：札幌 581 ひ 9022 

ステーションワゴン 

⑤ ダイハツ 軽自動車 ４人乗り 車番：札幌 583 の 294 

ステーションワゴン 

 

自家用有償旅客運

送に使用する車両の

一覧 

車検証、契約書 

 

 

 

P ～ 

 

 

 

運転者 16 名（過去 2 年間運転免許停止処分はありません） 

・特定非営利活動法人さっぽろ福祉支援ネットあいなび 

福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習終了者  9 名 

・北海道移送・移動サービス連絡会（ST ネット北海道） 

移送サ－ビス運転協力者講習会受講修了者         7 名 

・運転者行政処分前歴 

 R7 年 1 月 16 日 指定場所一時不停止等          1 件 

※運転免許証、運転記録証明書・講習受講修了証、介護福祉

士の登録を受けていることを証するものの写し等については事

務局確認済み。 

運転者の 一覧兼運

転者就任承諾書 

運転免許証の写し 

運転記録証明書 

 

P 

 

 

 

車両の整備管理

体制等 

運行管理の責任者 

 海老 厚志 

整備管理の責任者 

 長政 亨 

運行管理の体制等を

記載した書類 

運行管理の 責任者

就任承諾 

P 

 

P 
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車両の損害賠償

措置 

全車／対人・対物・人身  無制限 

 

自動車保険証券附

属明細書 

P ～ 

登録会員数 185 名 旅客の名簿 

身体状況等、態様ご

との会員数 

P ～ 

実施の区域 恵庭市 自家用有償旅客運

送者登録証 

P 

対価 市内利用 片道 200 円 

市外利用 1 ㎞ 20 円 

待機料金 １日 500 円 

福祉有償運送の 更

新登録申請に係る協

議資料 

P 

福祉有償運送を

必要とする理由 

市内に居住する在宅の高齢者及び身体障がい者等で自力歩行

が困難なため車いす等を使用している方のうち、公共交通機関

を利用することに支障のある方の外出について、車いす対応自

動車による外出支援サービスを提供することで、在宅の高齢者

及び身体障がい者等の生活の充実と社会生活の向上を図るた

め。 

福祉有償運送の 更

新登録申請に係る協

議資料 

 

運行実績 令和５年度運行実績 

市内利用 2,333 件 

市外利用 38 件 

福祉有償運送の 更

新登録申請に係る協

議資料 

P 

前回登録からの 

変更点 

特になし   

特記事項     

 

特になし   
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